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 船舶事故調査報告書 

 

                             令和７年１１月２６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

委   員  上 野 道 雄 

委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 令和６年１２月１９日 １５時５０分頃～１６時１７分頃の間 

発生場所 不明（青森県大間町弁天島北方沖） 

事故の概要 漁船第二十八光明
こうみょう

丸は、帰航中、転覆した。 

第二十八光明丸は、船長及び乗組員が死亡し、主機等に濡損を生じ

た。 

事故調査の経過 令和６年１２月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第二十八光明丸、４.９トン 

 ＡＭ３－５０８０６（漁船登録番号）、個人所有 

 １５.６５ｍ×３.１４ｍ×１.０３ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４６２kＷ、平成２２年１２月１日 

第２１２－１６３４１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ７０歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５２年６月２４日 

  免許証交付日 令和４年８月９日 

         （令和１０年３月１７日まで有効） 

乗組員 ５５歳 

 死傷者等 死亡 ２人（船長及び乗組員） 

 損傷 主機等に濡損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西北西、風速 約１０m/s、視界 良好 

海象：波高 ２ｍ以上  

（気象及び海象は、１５時５０分頃における本船と同じ漁業協

同組合に所属する僚船（以下「僚船Ａ」という。）の船長（以下

「僚船船長Ａ」という。）の観測値） 

 大間埼灯台の南方約３km に位置する大間気象観測所の１２月１９日

の観測値は、次のとおりであった。 

時刻 風向 風速(m/s) 
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01:00 西 ４.７ 

03:00 西 ３.９ 

05:00 西 ５.６ 

07:00 西 ４.１ 

09:00 西 ４.１ 

11:00 西 ４.２ 

13:00 西北西 ３.６ 

15:00 西 ５.４ 

16:00 西北西 ４.４ 

17:00 西北西 ４.１ 

 

 １２月１９日の０９時及び１５時における大間埼付近での波と風の

向きは、気象庁Ｗｅｂサイトの沿岸波浪実況図の見方（波の向きと周

期、風向と風速について）によれば、次のとおりであった。 

 波の向きは、白抜きの矢印で表示しています。矢印が示す方向に波 

が進んでいることを表しています。（方位で表現する場合は、矢印の付 

け根側＝波が来る方角を波向とします。） 

 風向は、国際式天気図の風速記号（矢羽）で表示しています。矢羽 

の向き（羽が付いている側が風上）で風向を示しています。 

 青の実線は、１ｍごとに示された有義波高*1の等高線の領域を、黒 

の点線は、波高４ｍ未満の領域における０.５ｍごとの補助線を示して 

いる。 

①  大間埼付近の０９時における波向は、西北西であった。（図１参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*1 ある地点で連続する波を観測したとき、波高の高い方から順に全体の１／３の個数の波を選び、これらの波高を

平均化したものを「有義波高」という。 
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図１ 大間埼付近における０９時の波と風の向き 

（気象庁Ｗｅｂサイトの波浪実況・予想図より出典、一部加工） 

 

②  大間埼付近の１５時における波向は、西北西であった。（図２参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 大間埼付近における１５時の波と風の向き 

（気象庁Ｗｅｂサイトの波浪実況・予想図より出典、一部加工） 
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札幌管区気象台によれば、津軽海峡には、海上風警報（最大風速 

２８ノット以上３４ノット未満）が次のとおり発表されていた。 

１９日１５時観測 １９日１７時４０分発表 

津軽海峡では 西の風が次第に強まり １９日２１時までに 最大

風速は ３０ノット（１５メートル）に達する見込み 

 事故の経過 僚船Ａは、僚船船長Ａほか２人が乗り組み、青森県東通村尻屋埼南

南東方の漁場に向け、まぐろ延縄漁の目的で、令和６年１２月１８日

１７時００分頃大間港を出港し、１９日００時３０分頃漁場に到着し

た。（図３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 大間港から漁場までの僚船Ａの航行状況（概略） 

 

本船は、船長及び乗組員１人が乗り組み、漁場に向け、まぐろ延縄

漁の目的で、１２月１９日０１時００分頃大間港を出港した。 

僚船船長Ａは、漁場に到着してから操業の準備を行った後、僚船Ａ

の北方４～５海里（Ｍ）にレーダーで本船を確認した。 

本船は、０４時３０分頃約５～６ノット（kn）の速力（対地速力、
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以下同じ。）で東進しながら投縄を開始した。 

船長は、延縄を約３Ｍ投入した後、０７時３０分頃に揚縄の開始を

本船の南方４～５Ｍ付近で操業していた僚船船長Ａに携帯電話で伝え

た。 

本船及び僚船Ａは、１０時３０分頃揚縄を終了して帰航を開始し

た。 

船長は、親族に携帯電話で帰港することを伝え、１５時３０分頃家

族に大間港へ１７時００分頃帰る予定であることを伝えた。 

僚船Ａは、本船の後方約０.５Ｍを追走していたが、１６時に大間港

で水揚げを行うために増速し、青森県風間浦村の焼山埼付近で、本船

を追い越した。（図４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 漁場から大間埼付近までの本船及び僚船Ａの航行状況（概略） 

 

僚船船長Ａは、大間埼付近において、操舵室内の潮流計で潮が２kn

を超えて西北西方に向かって流れていることを確認するとともに前方
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の海域に白波が立っているのを見た。 

僚船船長Ａは、１５時５０分頃大間埼と弁天島との間を通過しよう

としていたところ、高波を受けて船首が海面を叩くようになったので

減速して、携帯電話で追走する船長に波が高くなっていることを伝え

た。 

僚船船長Ａは、１６時頃帰港し、１８時過ぎに船長の親族から船長

が帰宅していないことを知らされ、大間埼付近で何かあったのではな

いかと思い、直ちに所属する漁業協同組合の別の僚船と共に大間港か

ら捜索に出た。 

本船が所属する漁業協同組合は、１９時５０分頃捜索のために町内

放送するなどし、２０時０３分頃本船が帰港していないことを海上保

安庁に通報した。 

本船の乗組員は、２１時１０分頃上下カッパに救命胴衣（固型式、

国土交通省承認）を着用し、仰向けの状態で海面に浮かんでいたとこ

ろを僚船船長Ａによって発見され、同１７分頃船内に引き揚げられ

た。その後、大間町内の病院に搬送され、死因が溺水と検案された。 

本船は、２３時２２分頃別の僚船によって弁天島東北東方沖で船底

を上にしている状態で発見された。 

船長は、１２月２１日０９時５５分頃シャツ、ジーパンを着用して

救命胴衣が未着用の状態で、弁天島の北西の岸に打ち上げられている

のを別の僚船によって発見された。その後、青森県青森市の病院に搬

送され、死因が溺水と検案された。 

本船は、後日、青森県むつ市大畑漁港に陸揚げされた。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 (1)  操舵室に関する情報 

操舵室内には、魚群探知機、潮流計、主機の計器盤等が設置され

ていた。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 陸揚げ当時の操舵室内の状況（海上保安庁提供） 

 

設置されていた時計は、１６時１７分頃で指針が止まっていた。

（写真２参照） 
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写真２ 操舵室内の時計（海上保安庁提供） 

 

(2)  操船に関する情報 

操舵室内にあった遠隔管制器は、自動及びリモコンの切替スイッ

チ、舵ダイヤル、ガバナダイヤル（主機の毎分回転数を遠隔で調速

する装置）並びにクラッチダイヤルが組み込まれていた。陸揚げ後

の調査において、自動及びリモコンの切替スイッチが自動へ倒され

ており、舵ダイヤルは右舷側に、ガバナダイヤルは主機のアイドリ

ング（プロペラ軸に回転力を伝達しない状態）時の毎分回転数の状

態に、クラッチダイヤルは前進の位置になっていた。（写真３参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 遠隔管制器の状況（海上保安庁提供） 

 

本船の遠隔管制器は、自動及びリモコンの切替スイッチを自動側

へ倒すと自動操舵が取られるようになっていたものの、舵ダイヤル

を右舷側又は左舷側に取るとダイヤルによって指示した目盛りの舷

側へ優先して舵が取られるようになっていた。 

僚船船長Ａによれば、本船を含む大間町の漁船の漁師は、航行中
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は、操舵室内に遠隔管制器を置いて自動操舵とし、流木等の障害物

を回避するなどの場合には舵ダイヤルを使用していた。 

(3)  波に関する情報 

気象庁Ｗｅｂサイトの波浪実況・予想図によれば、流れで波が険

しくなる海域については、次のとおりである。 

波は海流や潮流の影響を受けます。波と逆向きの流れのある海域

では、波高の増大とともに波の変化が急で険しくなり、船の揺れが

大きくなります。 

文献＊2によれば、潮波
しおなみ

については、次の旨記載されている。 

波が強い海流や潮流にぶつかると、波は次第に大きく険しくな

り、白く波立ってくる。これを潮波と呼ぶが、小型船にはやっかい

なものである。 

潮波は、潮流や海流の強いところにできる波で、風が潮流や海流

と反対向きに吹いているとき高い波が立つ。 

海上保安庁の北海道沿岸水路誌（令和６年１２月刊行）によれ

ば、津軽海峡の海流及び潮流について、次のとおり記載されてい

る。 

竜飛埼と大間埼を結んだ一線より、南側では、時計回りの反流が

存在する。 

 （図６ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 津軽海峡の海流及び潮流の流れ（イメージ） 

 

(4)  本船が陸揚げされた後の船体等に関する情報 

現場調査の結果、本船には、他船と衝突した痕跡、破口等の異

状はなかった。（写真４、５参照） 

 
*2 ｢基本 海上気象｣（福地章著、海文堂出版株式会社発行、平成９年１０月３０日） 
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写真４ 右舷側から撮影    写真５ 左舷側から撮影 

 

船内には、救命胴衣（浮力方式が膨張式、着用方式が首掛け

式、国土交通省承認）が残されていた。 

(5)  本事故の発生場所に関する情報 

船長の親族は、自身のスマートフォンにインストール（コン 

ピューターにソフトウェア等を追加し、使用可能にすること。）し

ていた位置情報共有アプリケーションにより、本船が弁天島の北

方沖で停止していたことを確認していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

あり 

(1)  本事故の発生時刻等に関する分析 

本船は、１５時５０分頃僚船船長Ａと船長とが携帯電話で連絡を

取り合っており、その後、現場調査の際、操舵室内の時計の指針が

１６時１７分頃で停止していたことから、１５時５０分頃から１６

時１７分頃までの間に転覆したものと考えられる。 

本船は、船長の親族が所持していたスマートフォンの位置情報共

有アプリケーション及び船長の発見場所により弁天島の北方沖で転

覆したものと考えられる。 

(2)  本事故発生当時の波に関する分析 

大間埼北方付近の海域は、本事故発生当時、以下のことから、波

が高くなっていた可能性があると考えられる。 

①  僚船船長Ａは、潮流計を見て潮が２kn を超えて西北西方に

向かって流れていることを確認したこと。 

②  潮の流れが西北西であり、気象庁Ｗｅｂサイトの波浪実況・

予想図によれば、波向が西北西であったこと。 

③  白波が立ち、僚船Ａが帰航中に高波を受けて船首が海面を叩

く状況となっていたこと。 

(3)  本事故の発生に関する分析 

本船は、弁天島北方沖を大間港に向けて自動操舵で帰航中、高波

を受けて転覆した可能性があると考えられるが、船長及び乗組員が
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死亡し、目撃者がいないなど客観的情報が十分に得られなかったこ

とから、転覆に至った状況を明らかにすることはできなかった。 

本船は、僚船船長Ａから大間埼と弁天島との間の海域で波が高く

なっていることを知らされていたことから、同海域を通らずに弁天

島の北方を航行したものと考えられる。 

本船は、本事故後の調査の際、遠隔管制器のガバナダイヤルの目

盛りが、主機のアイドリング時の毎分回転数の状態になっていたこ

とから、高波を受ける前に舵が効く程度に減速しようとした可能性

があると考えられる。 

原因 本事故は、本船が、弁天島北方沖を大間港に向けて帰航中、高波を

受けて転覆した可能性があると考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・小型漁船の船長は、気象・海象情報の収集に当たっては、僚船等

とのコミュニケーションも密にし、高波等により自船に危険が及

ぶおそれがある場合は、早めに付近の安全な海域等に避難するこ

と。 

・小型漁船の乗組員は、自船に転覆等のおそれが迫った場合には、

救命胴衣を正しく着用すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道 

船長が発見された場所 

（令和６年１２月２１日 ０９時５５分頃） 

本船が発見された場所 

（令和６年１２月１９日 ２３時２２分頃） 

乗組員が発見された場所 

（令和６年１２月１９日 ２１時１０分頃）  

青森県 

 大間町 

大
間
埼 

青森県 

僚船Ａが船首から高波を受けた場所 

（令和６年１２月１９日 １５時５０分頃） 

僚船Ａ 

弁天島 

大間埼 


